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低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の適切な活用について（通知） 

 

 

 地方公共団体の入札・契約手続は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第３項の規

定により、競争入札に付する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申

込みをした者を契約の相手方とするものとされていますが、契約内容の適正な履行の確保等の観

点から、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 10において、一般競争入札に

より工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、 

・ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によ

ってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又

はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不

適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって

申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる

（低入札価格調査制度） 

・ 当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ

最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札

者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者

のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる（最低制限価格制度） 

こととされています。 

 総務省においては、「地方公共団体の調達における中小企業者の受注機会の確保等について」

（令和６年４月 19日付け総務省自治行政局長通知）等により、地方公共団体に対して、低入札

価格調査制度及び最低制限価格制度の適切な活用について依頼してきたところですが、「経済財

政運営と改革の基本方針 2024」（令和６年６月 21日閣議決定）において、労務費等の適切な価格

転嫁の観点から、最低制限価格制度等の適切な活用を促進することとされるとともに、本日、閣

議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」においても、地方公共

団体における官公需に関し、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度について、各制度の趣旨



に則った対応を求めることとされたところです。 

 各地方公共団体においては、改めて、契約内容の適正な履行の確保及び労務費や原材料費等の適

切な価格転嫁の観点から、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の適切な活用をご検討いた

だきますようお願いします。 

 各都道府県においては、貴都道府県内の指定都市を除く市区町村に対してもこの旨周知願いま

す。また、各都道府県及び市区町村の契約担当部局から、庁内の調達担当部局にも広く本通知を展

開いただくよう、併せてお願いします。 

なお、本通知は、地方自治法第 245 条の４第１項に基づく技術的な助言であることを申し添え

ます。 

 

  



【参考１】経済財政運営と改革の基本方針 2024（令和６年６月 21日閣議決定）（抜粋） 

 

第２章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現  

～賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上～  

１．豊かさを実感できる「所得増加」及び「賃上げ定着」 

（３）価格転嫁対策 

（略） 

官公需 14について、労務費等の価格転嫁徹底を目的とした期中の契約変更等に対応するため、

必要な予算を確保する。最低制限価格制度等の適切な活用を促進する。 

 

14 役務調達としてのビルメンテナンス及び警備を含む。 

 

 

【参考２】国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策（令和６年 11月 22日閣議決

定）（抜粋） 

 

第２章 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた具体的施策 

第１節 日本経済・地方経済の成長 ～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～ 

１．賃上げ環境の整備 ～足元の賃上げに向けて～ 

（２）持続的・構造的賃上げに向けた価格転嫁等の取引適正化の推進 

 （略） 

国等又は地方公共団体の官公需においても、入札制度の適切な運用により、受注企業の労

務費、原材料費等のコスト増加分が価格転嫁され、賃上げ原資の確保につながることが必要

である。2024 年内を目途に、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度について、各制度の

趣旨に則った対応を徹底するとともに、それらの運用実態を調査し、運用改善について検討

を行う。少額随意契約制度についても、長期間上限価格が改定されていないことを踏まえ、

同年内を目途に、運用実態を調査し、その在り方を検討する。 

 （略） 

 


